
大和高田市人事行政の運営等の状況 
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１．職員の任免及び職員数に関する状況 

 

 (1) 職員の総数 

                 （各年４月１日現在） 

 Ｈ２３年 Ｈ２２年 

条例定数 １，２６８人 １，２６８人 

職員数 ９５４人 ９８２人 

     ※特別職を除く 

 

 (2) 職員の平均年齢 

                 （各年４月１日現在） 

 Ｈ２３年 Ｈ２２年 

平均年齢 ４６歳５月 ４６歳４月 

 

 (3) 採用者の状況 

 

  ①採用方法 

    採用方法は、試験による採用と選考による採用とがあります。 

 

  ②実施状況 

（平成２２年度） 

 試 験 選 考 計 

一般行政職 １３      １３ 

教 育 職 ２       ２ 

医 療 職 １７ ７ ２４ 

   奈良県からの派遣職員３名 

    ※ 上記の数字は、平成２２年度中に採用した人数です。 



 (4) 退職者の状況 

（平成２２年度） 

 定 年 定年前早期退職 自己都合 その他 計 

一般行政職 ８ ２５    ２  ３５ 

技能労務職 ３ ２    ０   ５ 

教 育 職 ２ ０    ０  ２ 

医 療 職    ５     １ ２３  ２９ 

計 １８ ２８ ２５  ７１ 

 

２．職員の給与の状況 

 

 (1) ラスパイレス指数の状況 

   ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を１００としたときの本市職員の給料水準を指数で

示したものです。 

 平成２２年 平成２１年 

大和高田市 ９５．２ ９４．７ 

 

 (2) 給与抑制措置の状況 

 

  （一般職） 

    行財政改革のため、平成１８年４月１日より地域手当６％を０％に削減しています。また、

管理職手当は平成１４年１月１日から段階的に削減し、平成１６年１０月１日からは支給割合

を３～５％削減し、平成１９年４月１日からは医療職・教育職以外の職で定額制としています。

期末勤勉手当にかかる役職加算は平成１６年１２月よりおおむね５０％削減しています。 

特殊勤務手当については、平成１７年４月に大幅見直し（廃止・減額）を行いました。 

 

  （常勤の特別職） 

    行財政改革のため、平成１４年１月１日より報酬を市長１５％、助役・収入役・教育長１０％

削減し、平成１８年４月１日からは４役ともに１５％削減し、平成１９年４月１日からは市長、

副市長、教育長ともに２０％削減しています。また、期末手当を平成１９年４月１日から平成

２２年３月３１日の間、市長５０％減額、副市長３０％減額、教育長２０％減額しています。 

 

 

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

 (1) 職員の勤務条件、休憩・休息時間の概要（平成２２年４月１日現在） 

   職員の勤務時間は、一部の施設等を除き、８時３０分から１７時１５分です。 

６０分の休憩時間があり、１日 ７時間４５分、週 ３８時間４５分です。 

 

 (2) 職員の年次休暇の概要と取得状況 

   労働基準法の規定に従い、原則として１年に２０日の有給休暇が与えられます。 

 



    Ｈ２２年（１月１日～１２月３１日）の平均取得日数 ９．４日 

 

 

 (3) 特別休暇等の概要 

   年次有給休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別休暇等が認められます。 

 

 特別休暇を与える場合 期間 

 (１) 職員が選挙権その他公民としての権

利を行使する場合で、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

 (２) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人

等として国会、裁判所、地方公共団体の議

会その他官公署へ出頭する場合で、その勤

務しないことがやむを得ないと認められ

るとき。 

必要と認められる期間 

 (３) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提

供希望者としてその登録を実施する者に

対して登録の申出を行い、又は骨髄移植の

ため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の

者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又

は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤

務しないことがやむを得ないと認めると

き。 

必要と認められる期間 

 (４) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ない

で次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親

族に対する支援となる活動を除く。）を行

う場合で、その勤務しないことが相当であ

ると認められるとき。 

１の年において５日の範囲内の期間 

 イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模

の災害が発生した被災地又はその周辺

の地域における生活関連物資の配布そ

の他の被災者を支援する活動 

  

 ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホーム

その他の主として身体上若しくは精神

上の障害がある者又は負傷し、若しくは

疾病にかかった者に対して必要な措置

を講ずることを目的とする施設であっ

て市長が定めるものにおける活動 

  

 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上

若しくは精神上の障害、負傷又は疾病に

より常態として日常生活を営むのに支

障がある者の介護その他の日常生活を

  



支援する活動 

 (５) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行

その他の結婚に伴い必要と認められる行

事等のため勤務しない事が相当であると

認められるとき。 

市長が定める期間内における連続する５

日の範囲内の期間 

 (６) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、

14週間）以内に出産する予定である女子職

員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

 (７) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日

までの期間（産後６週間を経過した女子職員

が就業を申し出た場合において医師が支障

がないと認めた業務に就く期間を除く。） 

 (８) 生理日に勤務することが著しく困難

な場合又は生理に有害な職務に従事する

場合 

１回につき２日以内で必要とする期間 

 (９) 生後１年に達しない子を育てる職員

が、その子の保育のために必要と認められ

る授乳等を行う場合 

１日２回それぞれ30分以内の期間（男子職

員にあっては、その子の当該職員以外の親が

当該職員がこの項の休暇を使用しようとす

る日におけるこの項の休暇（これに相当する

休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法

（昭和22年法律第49号）第67条の規定により

同日における育児時間を請求した場合は、１

日２回それぞれ30分から当該承認又は請求

に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を

超えない期間） 

 (10) 職員が妻（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。次号に

おいて同じ。）の出産に伴い勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

市長が定める期間内における２日の範囲

内の期間 

 (11) 職員の妻が出産する場合であってそ

の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に

あっては、14週間）前の日から当該出産の

日後８週間を経過する日までの期間にあ

る場合において、当該出産に係る子又は小

学校就学の始期に達するまでの子（妻の子

を含む。）を養育する職員が、これらの子

の養育のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

当該期間内における５日の範囲内の期間 

 (12) 小学校就学の始期に達するまでの子

（配偶者の子を含む。以下この号において

同じ。）を養育する職員が、その子の看護

（負傷し、若しくは疾病にかかったその子

１の年において５日（その養育する小学校

就学の始期に達するまでの子が２人以上の

場合にあっては、10日）の範囲内の期間 



の世話又は疾病の予防を図るために必要

なものとして市長が定めるその子の世話

を行うことをいう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

 (13) 条例第15条第１項に規定する日常生

活を営むのに支障がある者（以下この号に

おいて「要介護者」という。）の介護その

他の市長が定める世話を行う職員が、当該

世話を行うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 

１の年において５日（要介護者が２人以上

の場合にあっては、10日）の範囲内の期間 

 (14) 職員の親族（別表第３の親族の欄に掲

げる親族に限る。）が死亡した場合で、職

員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い

必要と認められる行事等のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続す

る日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあ

っては、往復に要する日数を加えた日数）の

範囲内の期間 

 (15) 職員が父母の追悼のための特別な行

事（父母の死亡後市長の定める年数内に行

われるものに限る。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

１日の範囲内の期間 

 (16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心

身の健康の維持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないことが相当である

と認められる場合 

１の年の７月から９月までの期間におけ

る、週休日、条例第８条の４第１項の規定に

より割り振られた勤務時間の全部について

時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日を除いて原則として連続す

る６日の範囲内の期間 

 (17) 地震、水害、火災その他の災害により

次のいずれかに該当する場合その他これ

らに準ずる場合で、職員が勤務しないこと

が相当であると認められるとき。 

７日の範囲内の期間 

 イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した

場合で、当該職員がその復旧作業等を行

い、又は一時的に避難しているとき。 

  

 ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属

する者の生活に必要な水、食料等が著し

く不足している場合で、当該職員以外に

はそれらの確保を行うことができない

とき。 

  

 (18) 地震、水害、火災その他の災害又は交

通機関の事故等により出勤することが著

しく困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

 (19) 地震、水害、火災その他の災害又は交

通機関の事故等に際して、職員が通勤途上

必要と認められる期間 



における身体の危険を回避するため勤務

しないことがやむを得ないと認められる

場合 

 (20) その他市長が必要と認める場合 必要と認められる期間 

 

 

 (4) 職員の育児休業の概要 

   職員が育児をするための休業制度があり、子が３歳に達する日まで取得することができます。

育児休業は１日単位で、部分休業は１日２時間を超えない範囲で３０分単位で取得できます。（給

与は支給されません。） 

 

 

 



４．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

 

 (1) 分限処分の概要及び状況 

   分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保のために行う処分です。 

（平成２２年度） 

処分事由 降任 免職 休職 降給 

勤務実績が良くない場合     

心身の故障の場合   ２８  

職に必要な適格性を欠く場合     

職制、定数の改廃、予算の減少により

廃職、過員を生じた場合 

    

刑事事件に関し起訴された場合     

条例で定める事由による場合     

計   ０   ０ ２８   ０ 

   ※同一の者が複数回にわたって処分に付された場合、その数を重複して計上しています。 

 

 (2) 懲戒処分の概要及び状況 

   懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合など職員の一定の義務違反に対

して道義的責任を問う処分であり、それによって地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を

維持することを目的としています。 

（平成２２年度） 

処分事由 戒告 減給 停職 免職 

法令に違反した場合    １   

職務上の義務に違反し又は職務を怠っ

た場合 

  ３    

全体の奉仕者たるにふさわしくない非

行のあった場合 

   １   

計   ３   ２   ０   ０ 

 

 

５．職員の服務の状況 

 

 (1) 服務に関する基本原則の概要 

 

法令等及び上司の職務上の

命令に従う義務 

職員は職務遂行に当たって法令、条例、規則等に従い、かつ

上司の命令に従わなければならない。 

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為

を行ったりしてはならない。 

秘密を守る義務 職員は在職中、退職後を問わず職務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

職務に専念する義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しな

ければならない。 



政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治

的行為が禁止されています。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。 

営利企業等の従事制限 職員は営利企業等に従事することが制限されており、従事す

る場合は許可を受けなければなりません。 

 

 

 (2) 職務専念義務免除制度の概要 

   職務専念義務は、①研修を受ける場合、②厚生に関する計画の実施に参加する場合、③任命権

者が定める場合に限り免除されます。 

 

 (3) 営利企業等従事許可制度の概要 

   地方公務員法第３８条の規定により、職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とす

る団体の役員等への就任、自ら営利を目的とする私企業の経営、報酬を受けての事業への従事な

どは禁止されていますが、「職員の営利企業等の従事制限に関する規則」に定める基準に適合す

る場合には許可できます。 

    ①その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生

のおそれがない場合 

    ②その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合 

 

 

 

６．職員の研修の状況 

 

 (1) 人材育成基本方針の概要 

   職員の能力開発を総合的、計画的に推進するための基本的な事項を明確にし、能力開発に関す

る諸施策実施の基準とするため、平成１７年４月に｢大和高田市人材育成基本方針｣を策定しまし

た。 

 

(2) 研修方針 

   地方分権が本格的実施の段階に入り、地方自治体を取り巻く環境は著しい変化を続けています。

この変化に対応していくためには、職員一人ひとりが意欲と情熱をもって職務に取り組み、市民

の役に立つ人材として育たなければなりません。 

本市においても｢人材育成基本方針｣（平成１７年５月１０日公告）を作成し、求められる職員

像を明らかにしているところです。 

   平成２３年度職員研修におきましても、そこで謳われている人材の育成に資するため、住民ニ

ーズの高度化・複雑化に対応できる政策形成能力、困難な課題を克服するための問題発見・解決

能力、行政の公正さや透明性を確保するうえで必要な法務能力等の養成や、職場での人材育成・

自己啓発の支援を中心に実施していきます。 

 

 

 



(3) 研修の実施状況 

 

 

①� 般研修 

                     （平成２２年度） 

研 修 名 受講者数 回数 

新規採用職員研修   １３ ２ 

合同研修（香芝市・広陵町・葛城市） １８ ２ 

男女共同参画政策推進研修 ５３ １ 

メンタルヘルス研修  ４ ４ 

防災研修  ９    １ 

主事昇格対象者研修  ９ １ 

不当要求防止責任者講習 ２４    １ 

 

 

  ②人権研修 

                     （平成２２年度） 

研 修 名 受講者数 回数 

管理職人権研修   ３５ １ 

県民講座「人権教育セミナー」 ９０ ６ 

市人権教育推進協議会総会・研究大会 ２０ １ 

県人権教育推進協議会研究大会   １０ １ 

差別をなくす市民集会 ２４ １ 

部落差別撤廃と人権確立を目指す県民集会 ３０ １ 

県人権・部落解放研究集会  ３６ １ 

啓発連協第７回シンポジウム  ９ １ 

「人権を確かめあう日」市民集会 ２０ １ 

 

 

  ③ 派遣研修 

（平成２２年度） 

研修名・派遣先 受講者数 回数 

全国市町村国際文化研修所 １ １ 

奈良県市町村職員研修センター ６７ ３１ 

ＮＯＭＡ実務研修 ２    ２ 

介護支援専門員更新研修 １    １ 

安全運転管理研修    １    １ 

親学アドバイザー認定講座    １    １ 

ＢＰファシリテーター養成講座    １    １ 

 

 

 



７．職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

 (1) 共済組合の事業概要 

   常勤職員は、奈良県市町村職員共済組合または公立学校共済組合に加入しています。 

  共済組合は、職員の掛金と地方公共団体の負担金などによって運営されており、職員とその家族

の福祉の増進を図ることを目的として、次の事業を行っています。 

 

  ①短期給付事業 

 

法定給付 

保健給付 病気、負傷などの場合に支払われる給付 

休業給付 育児休業など休業する場合に支払われる給付 

災害給付 災害により死亡した場合などに支払われる給付 

 附加給付 病気・負傷・災害などの場合に附加して支払われる給付 

 

  ②長期給付事業 

退職給付 退職共済年金 職員（共済組合員）期間等２５年以上の者が退職した場

合で、６５歳に達したときなどに支給 

障害給付 障害共済年金 共済組合員が在職中の病気や負傷により重度の障害状態

となった場合に障害の程度に応じて支給 

障害一時金 軽度の障害の状態のときに支給 

遺族給付 遺族共済年金 共済組合員が死亡したときに支給 

 

  ③福祉事業 

   健康診断等の保健事業のほか、貸付事業、貯金事業、宿泊事業を行っています。 

 

 (2) 公務災害補償の概要と実施状況 

   公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合、地方公務員災

害補償基金から一定の補償がなされます。 

                    （平成２２年度） 

認定件数 傷病 死亡 

公務上の災害 １４     ０ 

通勤途上の災害     ２     ０ 

 

 (3) 職員の健康診断等の概要 

   労働安全衛生法に従い、職員の健康診断を年１回実施しており、職員の健康に配慮しています。 

 

 (4) その他職員福祉のための独自の制度の概要 

   市職員の厚生及び共済を図るため、大和高田市職員互助会を設置しています。 

   主な事業として、給付事業（慶弔金や見舞金等）、貸付事業等を行っています。 

 

 

 

 



８．公平委員会の業務の状況 

 

 (1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

   職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう要求することが

できます。 

   平成２２年度につきましては、職員の措置要求はありませんでした。 

 

 (2) 不利益処分に関する不服申立ての状況 

   職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申立てをする

ことができます。 

   平成２２年度につきましては、職員の不服申立てはありませんでした。 

 

 (3) 職員の苦情処理についての状況 

   勤務条件に関する措置の要求及び不服申立てに必ずしもいたらないような職員の苦情に適切に

対応するために設けられました。 

   平成２２年度につきましては、職員の苦情処理はありませんでした。 

 


